
香芝市公告 

 

 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第十六条第一項の規定により、公聴会を開催

しようとするため、香芝市都市計画公聴会規則（平成１７年規則第１７号）第３条の規

定により、次のとおり公告し、当該案を公衆の縦覧に供する。 

 

令和７年 ５月 １日 

香芝市長 三橋 和史  

 

１ 公聴会の開催日時及び場所 

令和７年５月２５日（日） 午前１０時００分から 

  香芝市役所 会議室棟 ２階 第６会議室 

 

２ 案の種類及び名称 

⑴ 大和都市計画用途地域の変更 

⑵ 大和都市計画高度地区の変更 

⑶ 大和都市計画準防火地域の変更 

⑷ 大和都市計画特別用途地区の決定 

 

３ 区域 

瓦口の一部、五位堂の一部、すみれ野二丁目の一部、下田西二丁目の一部 

 

４ 縦覧場所   

香芝市本町１３９７  

香芝市都市創造部都市計画課 

 

５ 縦覧期間   

令和７年５月１日（木）から令和７年５月１５日（木）まで 

（ただし、土、日及び祝日を除く。） 

 

６ 縦覧時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

７ 公述申出書の提出要領 

   公聴会に出席して意見を述べようとする者（本市の区域内に住所を有する者、当

該案について利害関係を有する者その他市長が特に公述の必要があると認めるも

のに限る。）は、住所、氏名、連絡先、意見の要旨及びその理由を具体的に記載し

た書面１通を香芝市長宛とし、香芝市役所都市創造部都市計画課に令和７年５月１

５日（木）午後５時１５分までに必着するように提出すること。（ただし、開庁時

間に限る。） 


